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第　　　　　号
年　　月　　日
様
富岡町長　　　　　　　　印
老人福祉法第11条第１項に規定する老人福祉施設への入所等の措置に要する費用について、同法第28条の規定に基づき、あなたから徴収する額を下記のとおり決定（変更）したので通知します。
記
	措置施設等
	名称
	

	
	区分
	養護　・　盲養護　・　養護委託

	決定内容
	徴収額
	年　　　月　　　日　から　月額　　　　　　　　　円

	
	
	年　　　月　　　分　の　み　　　　　　　　　　　円

	
	対象収入
による
認定結果
	対象収入額
	　　　年分　　　　　　　　　　　円

	
	
	
	階層

	決定
（変更）
の理由等
	入所・退所・再認定（年度更新）・基準改訂・減免認定・その他（　　　　 ）

	
	
	年　　　月　　　日


（教示）
この決定に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に市町村長に対して審査請求をすることができます。
